
１．制度概要 
 ○ 自然災害等の突発的事由（噴火、地震、台風等）により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るた

め、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証（１００％保証）を行う制度。 
 

２．災害の指定基準 
（１）災害の発生に基因して、多数の中小企業・小規模事業者が直接又は間接的に被害を受け、又は受けるおそれが 生じたとして都道

府県から指定の要請があった場合であって、国として指定する必要があると認めるとき 

（２）災害救助法が適用された災害及び地域 
 

３．対象中小企業者 
（イ）指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。 

（ロ）災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20％以上減少しており、
かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20％以上減少することが見込まれること。 

   （売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要） 

  

４．内容（保証条件） 
 ①対象資金：経営安定資金 

 ②保証割合：１００％保証 

 ③保証限度額：無担保８千万円、普通２億円（別枠） → 

 ④保証人：原則第３者保証人は不要 

【一般保証限度額】 
普通保証 2億円以内 
無担保保証 8,000万円以内 

【別枠保証限度額】 
普通保証 2億円以内 
無担保保証 8,000万円以内 

＋ 

セーフティネット保証４号の概要 

【参考】過去の適用案件（例） 
  ○新潟中越沖地震〔新潟県柏崎市・刈羽村等〕                            ○新燃岳噴火〔宮崎県都城市、日南市等、鹿児島県霧島市〕 

  ○九州地方豪雨〔福岡県久留米市、熊本県熊本市等〕              ○平成25年台風26号〔東京都大島町等〕 

  ○平成26年2月大雪〔栃木県、群馬県等計6県の135市町村〕   ○平成26年8月豪雨〔広島県、京都府等計8道府県の27市町村〕 


